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山野：こんにちは。山野です。今日はよろしくお

願いします。

（一同拍手）

山野：今日は、午前中湯浅さんの話の中でも出て

きた、子どもの貧困という話を少しさせていただ

きます。今日の主なテーマとしては、まず最初に

自己紹介も兼ねて、私が今、仕事の中で扱うこと

が多い児童虐待と貧困問題との関連性の話を少し

させていただきます。次に、子どもの貧困につい

て、統計を中心とした話ですが、国際比較を少し

させていただきます。そして最後に、「反貧困の

思想と福祉」と、何かでっかいテーマなんですが、

まあ、湯浅さんのような大きな話はできませんけ

ど、私も反貧困の集会だとかにはちょくちょく顔

を出させていただいていて、その中で感じたこと

だとか、それを現場でどういうふうに生かしたら

いいかということを、少し皆さんと考えてみたい

なと思っています。それで、最後にちょっとまと

めをして、終わりにしたいと思います。

　自己紹介なんですけど、わたしは先ほど平野先

生からお話があったように、社大の出身でも何で

もないんですけど、今、厚木児童相談所というと

ころで児童福祉司として仕事をしています。今日

は、児童相談所の紹介はしないつもりですけれ

ど、福祉の現場には社大の出身者がいっぱいいる

し、それから児童相談所、神奈川では今、児童福

祉司は百何人ですかね、いるんですけど、社大の

出身者は、やっぱり何人かいらっしゃいますね。

わたしは大学は経済を出たんですが、この埼玉と

はちょっとゆかりがあって、国立秩父学園という、

所沢に知的障害者の国立の施設があります。そこ

に職員の養成所というところがあって、実は私は

そこで１年過ごしたんです。だからもともと知的

障害の仕事をしたいなと思ってたんですが、ひょ

んなことで児童相談所の方に転勤になって、もう

児童相談所ですでに17、18年仕事をしてます。

　今、児童相談所っていうと、児童虐待というふ

うに思われる方が多いし、新聞なんかですと、も

う何か、児童虐待死がでたら、それは児童相談所

がどう扱ったんだみたいなことが触れられて、児

童相談所が結構、悪者になったりすることがあり

ます。

　これは皆さんが、よく新聞とかテレビで見る児

童虐待の件数の全国の統計です（図１）。1990年

からしか統計を取ってないんですけど、実はこの

2000年というのはすごく大きな時期なんですね。

何でかというと、2000年は児童虐待を本格的に取

り扱う児童虐待防止法ができた年なのです。それ
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までも児童虐待を扱う法律として、児童福祉法が

あったんだけど、実は児童福祉法の中には虐待の

定義すらが全くなかったんです。一方で今日、後

でお話しするアメリカは、実は1960年代から児童

虐待に、本当に先進的に取り組んできた。で、40

年間、日本とはやっぱり差がある。

　ただ、この統計を見て、こんなふうに日本で児

童虐待をする親たちがいきなり増えてきたのかっ

て、皆さん思われますか？　1990年は1,000件ぐ

らいであった児童虐待の件数が、今もう４万を超

えています。40倍、親たちが虐待するようになっ

た。40倍、親たちがネグレクトをするようになっ

た。違いますよね。昔の方が、実をいうと子ども

たちは虐待によって殺されてたという統計もある

んです。90年代以降、虐待に対する社会的関心が

高まってきたというのが原因の一番ですよね。

　では何故虐待に対する社会的な目が、このよう

にすごく集中してきたか？僕はその１つ要因はこ

こに書いているんですけど、90年代の心理主義の

影響が大きいと思うのです。90年代、心の問題と

いうのが盛んに社会的に取り上げられるように

なってきました。思い出していただきたいんです

が、カウンセリングだとか、ＰＤＳＴだとかトラ

ウマとか、こういう心理学的な用語が日常当たり

前に使われるようになってきた。まあ、ＰＤＳＴ

とかトラウマなんていう言葉は、今はもう、子ど

もでもよく知ってます。そういうふうに本当に90

年代、心の問題として、いろんな社会事象が語ら

れるようになってきた。

　児童虐待に関しても、今日、私は、児童虐待と

貧困の関連性の話をしようと思ってるんだけど、

そんなことを90年代に言ってた人っていうのは全

然いないんです。90年代、児童虐待が社会問題化

されたときに、主に説明されたのは心の問題なん

です。一つは、西澤哲さんというとても有名な方

が、世代間連鎖ということで児童虐待のことを説

明するようになる。子ども時代に児童虐待を受け

ていて、その心の治療がきちんとできていない人

が、親になったときに、その子どもに対して児童

虐待をしてしまう。それから斉藤学さんという、

この方も有名な方ですけど、強迫的な暴力行為と

いった説明を虐待について行う。何かというと、

アルコール依存の人が、アルコールを飲むことを

止めることができないのと同じように、虐待する

親も子どもに対する暴力を止めることができない

んだと。こういった説明がずっとされてきたんで

すね。

　ちょっと戻るんですけど、わたしは1990年代の

前半というのは、児童相談所の一時保護所という

ところで児童指導員という仕事をしていました。

そのときには、あまり親御さんと話をする機会は

なかったんですね。わたし自身もそのころまで

は、心理主義的な考え方を持っていて、児童虐待

というのはカウンセリングをきちんとすれば治る

もんだと思っていた。ところが95年ぐらいから、

わたしは児童福祉司として、親御さんと会うこと

が多くなってきたんですね。家庭訪問したり、い

ろいろなことで親御さんと面接をしたりするよう

になってきた。そうするとどうも、さっき言った

心理主義的な説明だけでは十分につかないような

ケースに、いっぱい出会うようになったのです。

　例えばこのケースの話は、私はこういう場でよ

くするんですけど、小学校３年生の女の子の母子

家庭の話です。ある日曜日の夕方に近くの交番に

この女の子が逃げ込んじゃって、それで保護され

たんですね。要は、土日の宿題をやらなくて、お

母さんが夕方怒っちゃって、そうしたらこの子は

自分のうちのトイレの中に閉じこもったんだんで

すが、怒ったお母さんが、ちょっとお母さんはア

ルコールも飲んでたんですが、トイレの窓をガ

チャーンと割っちゃった。で、そのすきをついて

その子は逃げて交番にいった。交番にいってしば

らくしたらお母さんが迎えにきたんだけど、交番

でもお母さんは怒ってるし、お母さんの腕は包帯

で止血をしてあるし、これは大ごとだということ

で、交番のおまわりさんは児童相談所に子どもを

通報し結局児童相談所はその子を保護した。

　で、次の日の月曜日に、私はそのケースの担当

となって、その子が通う小学校に行きました。児

童相談所はそういうときには、周辺情報というか、
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いろんな情報を集めるのですけど、このケースの

場合、小学校の校長先生にこのお母さんはどうい

うお母さんですかと聞いたんです。そうしたら校

長先生が「いや、よく分からないお母さんなんだ

よね。障害があるのかよく分からないんだけど、

足は引きずってるし、仕事はしてないみたいだし、

生活保護はもらってないみたいだし。いったいど

うやって生活してるんだろう。いやね、きっとね、

こういう場合はね、男がいるんだよ。男が」。校

長先生はこういうふうに私に言ったんです。その

日、その学校にお母さんにきてもらって、校長先

生と僕と３人で、そこでいろいろ話をしたんです

ね。お母さんは最初はわたしの質問に答えるよう

に、子どもの育児の大変さをずっと話してました。

で、途中で私がちょっと思い切って、「お母さん、

生活ってどうされてます？」ってお話をしたら、

お母さんは堰を切ったように、今の生活状況の大

変さをお話ししてくれたんです。実をいうと、お

母さんは数年前に交通事故に遭って、そのときの

負傷で足を今も引きずっているんですね。で、仕

事がそれからできなくなった。その後、交通事故

の損害賠償がいくらか入って、それで生活できて

たんだけど、その損害の加害者というのが途中で

いなくなっちゃって、一時的に得ることができた

損害賠償の貯金だけで生活をしてきたんですね。

ただもう、それも200万か300万しか残ってなくて、

お母さんは「先がみえないんです」ってポツンと

おっしゃったのです。

　実をいうと児童虐待をしている親御さんたち、

特に私は深刻な児童虐待をしている親御さんたち

というのは、こういうふうに経済的な問題だとか、

後でちょっとお話ししますけど、学歴の低さだと

か、いろんな部分で貧困問題とかなり重なり合う

方たちが多いと思っています。もちろん豊かなお

うちでも児童虐待って起きます。ただ、そういう

おうちも、よくよく話を聞くと、お父さんが朝は

早くから夜遅くまで仕事をして、土日も仕事をし

てて、ほとんどお母さんだけが子どもの養育をし

ているとか。そういうふうに、どうもさっき言っ

た心理主義的な説明、世代間連鎖も確かにそうい

うケースでも当てはまる部分もあるかもしれない

し、それから強迫的な暴力行為という概念で説明

できるケースもあるけれど、どうもそれだけでは

十分に説明しきれない部分がやっぱりかなりある

んじゃないかなと思うのです。

　そういう違和感みたいなことをきっかけにし

て、ちょっと僕はアメリカで少し勉強してみたい

なと思ったんです。というのも、アメリカではど

うも、児童虐待と貧困は関連性があるっていうこ

とはかなり昔から知られるようになっていた。と

いうことが、僕も文献で分かってたんですね。そ

ういった点がアメリカの現場ではどういうふうに

生かされてるんだろうかと。貧困と児童虐待の関

連性についての研究は今どうなっているんだろう

かということに興味があった。

　で、アメリカで何をやってたかというと、簡単

に言うと、皆さんと同じように学生をやってたん

です。大学院で学んでました。セントルイスとい

うところにワシントン大学という学校があるんで

すけど、そこの大学院、マスターに所属していま

した。アメリカのマスターってとても面白くて、

僕は、すいません、社大のマスターも含めて日本

の福祉学部のマスターってどのようなことをやる

のか知らないんですけど。まあ、聞いたところに

よると、日本では割と研究だけをやる。まあ、論

文１本書いてなんぼみたいな感じなのでしょう

か。アメリカのソーシャルワークのマスターって

いうのは論文だけではなくて、かなり実習が多い

んです。僕の場合も２年間で、正確には忘れちゃっ

たんですけど、1,300時間ぐらいですかね、実習

をやってたんです。僕の場合、実習を始めるのは、

ちょっと語学の問題もあって遅かったんで、少し

遅れた時期からやったんですね。そうすると、卒

業間際はもう週の半分ぐらいは、大学にいって授

業を受けたり研究したり、週の半分は実習をして

たんです。実習もほとんど、非常勤の人の代わり

みたいなことをやっていました。だからすごく面

白かったんですね。具体的に何をやってたかとい

うと、児童保護機関という、日本の児童相談所に

あたるところで、ケースワーカーをやってたり、
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それからスラム地域で学童保育所の指導員をやっ

てました。

　アメリカに私が住んで、すごくびっくりしたこ

との一つは、アメリカはもちろん貧富の差が非常

に激しい国だっていうことは、皆さんもよく知っ

ていると思いますが、その貧困というのが実は目

に見えるものなんだってことに気づかされたこと

でした。どういうことかっていうと、アメリカで

は貧困の人と豊かな人っていうのが、同じ地域

で暮らしてないんです。これは例えの話ですが、

日本で例えば渋谷には貧困な人だけが99%住んで

る、品川のほうには豊かな人たちだけが99%住む。

そんなふうに地域ごとで分類がされているんで

す。

　ちょっとここで皆さん、考えていただきたいの

ですが、セントルイスって人口が大体200万ぐら

いなんです。郵便番号地域が70地域ぐらいに分け

られてるんですね。そうすると、その70地域での

虐待の発生率の差っていうのは、いったい最大で

何倍ぐらいになるか。虐待が一番発生するところ

と発生しないところでどれぐらい差があるか？ど

うですか？　５倍、10倍、100倍。答は250倍なん

です。表１にあるようにＡという地域は非常に貧

困な地域で、子どもの貧困率は60％。100人のう

ちの60人が子どもの貧困にあるというんですね。

Ｂという地域は100人のうちの1.6人しか貧困な子

がいないんです。児童虐待の発生率はＡという地

域が1,000人に50人ですね。多分これ、5,000人ぐ

らいの単位だと思うんで、Ａっていう地域は250

人。5,000人に対して250人。Ｂっていう地域は5,000

人の子どもにたった１人しか、児童虐待が起き

たっていうことにならないんですね。

　ではこの表を見て、皆さんちょっと、もう少し

考えることありませんか。実は地域ごとの差は、

児童虐待の数だけじゃないんです。例えば、10代

の妊娠。アメリカで多くのティーンの子どもたち

が赤ちゃん産んじゃうっていうのは、90年代非常

に騒がれていた事象なんです。でもそれは実をい

うと、貧困の地域での問題なんです。Ｂという地

域は100人の妊婦さんのうちの0.9人ですね。とこ

ろがＡという地域は100人の妊婦さんのうち25人

が10代の女の子なのです。低体重児出産、それか

ら不十分な周産期のケア。さらに乳幼児の死亡率

ですね。こうした子どもたちのアウトカムに差が

出てきます。真ん中はアメリカの平均です。そう

してそれをやっぱり説明するものとしては、ひ

とり親の家庭率の差というのがあり、マイノリ

ティー率の差があり、そして最後に子どもの貧困

率の差があるわけです。

　皆さん、この表の中にないもので、貧困の地域

と豊かな地域で他にも大きな差があることがあり

ます。犯罪です。アメリカで銃犯罪がすごく多い

ことは、皆さんよく知ってますよね。僕もアメリ

カにいくまでは、アメリカってひどい国だな。先

進国なのに銃規制できないんだ。だからガンの問

題で死んじゃう人たちが多いのだと思ってたんで

す。ところが豊かな地域の人はガンの不安なん

か、アメリカでもあまり感じないですよ。ガンの

不安、ガンの犯罪率が高いのは貧困の地域ばかり

なんです。麻薬。皆さん、麻薬って日本で言うと、

金持ちのぼんぼんがやるもんだと思ってません？

　ね？　捕まるやつはみんなそうですよね。何か、

何々大学の何々とかね。アメリカにいくと違いま

すよ。アメリカでドラッグをやってるのは、貧困

地域の若者ばかりです。

　アメリカで貧困と、もっと大きな社会的な事象

が関係しているの知ってます？　戦争です。去年、

岩波新書で大ベストセラーになった「貧困大国ア
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メリカ」。あの本、堤未果さんの本なんですけど、

あれはサブプライムローンの話から最初入るんで

すね。でもよくよく読んでいくと、実は、戦争の

話なんです。アメリカには、皆さん、徴兵制ない

ですよ。徴兵制がないのに、何で戦争をアメリカ

はできるの。その理由が、堤さんの本を読むとよ

く分かります。軍隊のリクルーターが、貧困地域

の高校にいって、高校生たちに話をするんです。

「僕は君たちの夢について興味がある」。「君たち

の夢を語ってくれないか」と。格好いいリクルー

ターが、貧困の地域の子どもたちにそんな風に話

かけるわけです。アメリカは高校までは義務制な

んですね。でも、貧困地域の高校生は、大学なん

ていくお金は全くないですよ。アメリカでとても

有名な教育の法律、「落ちこぼれ防止法案」って

いうのがあるのですが、何かというと、軍隊にいっ

たら大学にいけるという法律なんです。徴兵制が

なくてもアメリカは戦争できちゃうんですよ。こ

れで。

　皆さん、憲法９条、とても大事な法律だと思っ

てますよね。実は９条と憲法25条は、すごく関連

してるんです。25条が崩れたら、９条なんてあっ

という間に崩れると思います。すいません。ちょっ

と大きな話になりました。虐待の話に戻します。

　先ほどのは、アメリカのある地域の調査なんで

すけど、これは全国調査なんですね。95年の調査

なんですけど、所得が１万５千ドルって、当時の

大体貧困ラインなんですね。で、貧困ライン以下

の所得の家庭の子どもたちは、３万ドル、だいた

い平均的収入以上の家庭の子どもに比べて、25倍

の高さで虐待の危険にさらされている。

　同じ調査で、もっと衝撃的なのはこの図２なん

です。これは虐待で死んじゃった子どもたちの家

族の所得を調べたものです。先ほど言ったとおり、

１万５千ドルは貧困ラインです。ほとんど、貧困

ライン以下の家庭の子どもだけが死んでいること

がわかります。アメリカは貧困大国であると同時

に虐待大国でもあるんです。先ほどアメリカは

1960年代から、虐待に非常にセンシティブにいろ

いろな政策をやってきたんですが、そのアメリカ

で、虐待死って全然減らないんですよ。僕の師事

する先生たちが、「山野ね、アメリカで虐待死を

減らそうと思ったら簡単なんだよ。これを減らし

たらいいんだ。カウンセリングを増やすよりも、

貧困の問題を解決さえすれば、アメリカでは虐待

は減るんだよ」。

　今度は、日本の例なんですが、これは東京都が

2003年に取り扱った全ケースを、担当者が、その

虐待が起きた家族っていうのはどういう特徴が

あったかということを複数回答したものです（表

２）。一番上がひとり親家庭で30％以上。経済的

な困難を持っていた家族は30％いた。次は孤立と

か、夫婦間の不和とか、育児の疲れとかが高い。

そのほかにも就労の不安定とか、育児の嫌悪感と

か、子どもに対する拒否感情だとか、反社会的行

動だとか、ＤＶだとか、そういう中から複数回答

図２

National Incidence Study 1995

表２
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したら、この５つが上のほうにきた。実はこの統

計、もうちょっとよく見ると、もっと面白いとこ

ろがあって、こちらの右側のほうですね。こっち

側のほうというのは、ひとり親家庭である家族に

併せて見られるほかの状況が出されています。す

ると、実は併せて見られるものは、ひとり親家庭

の中でも２番目には経済的な困難があるし、それ

から孤立があるし、就労の不安定が続くというこ

とになるんですね。

　この孤立のところを見てください。虐待問題と

孤立ってすごく関連性があると言われます。虐待

する家族は社会から孤立している。ところが、孤

立の裏には、ここで見ると、経済的困難があるん

ですね。夫婦間の不和。あまり経済的な問題だと

か貧困と関連性がないように見える思うんです。

実は夫婦間の裏にも、経済的な困難がある家族が

いる。育児疲れ。あまり経済的なものと関係がな

いように見えますが、ここにも経済的な困難が裏

にある。　　

　虐待というのは、１つの要因から起きるもので

はないですよ。こういういろんな複数の要因が重

なって起きるんです。その中で、経済的な困難っ

て、やっぱり大きな要素であるというふうに、こ

の表からは言えるんじゃないかなと思うんです。

　次ですね。この図３は一時保護した子どもたち、

ある３県の児童相談所が一時保護した子どもたち

の母親の学歴を調べた結果です。半分が中卒なん

です。虐待というとどうしても、高学歴で本当は

育児のことがよく分かってない人たちがやるん

じゃないかなと思われているかもしれませんが、

実は一時保護をしなければいけないような深刻な

家族の場合は、学歴の問題があまりに大きいんで

す。では学歴って何ですか。一つはもちろん、中

卒で世に出なきゃいけなかった、あるいは高校中

退で世に出なければいけなかった親御さんたちの

生活の大変さと言えると思うんですが、僕はもう

一つは、学歴って希望だと思うんです。つまり子

どもたちにとって、高校にいけないということは、

もう自分の人生がどこかで決まってしまったと、

そういう気持ちをやっぱり抱いてしまうものだと

思うんです。生活の大変さ以上に、希望だとか夢

だとか、そういう気持ちの部分と学歴って、僕は

関連してくるんじゃないかなと思うんです。

　といっても、貧困と虐待が関連するからといっ

て、貧困の人たちがいきなり子どもたちをたたく

とか、そういうことはないんですね。貧困と虐待

が関連するっていうことは、貧困がいろんな部分

に影響を与えて、親の子どもに対するしつけの仕

方だとか養育の仕方に影響してくるということな

んですね。例えば経済的なストレスだとか、時間

の余裕のなさとか、お金の余裕のなさとか、家の

狭さとか、地域の環境とかです。図４を見て下さ

い。こっち側のは、直接的に貧困が生じさせると

いうよりも、ひとり親家庭であると貧困になっ

ちゃうかもしれないし、貧困だとひとり親家庭に

なっちゃうかもしれないってことで、矢印を両方

図３ 図４
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向にしたんです。ひとり親家庭だとか、離婚だと

か、社会の孤立だとか、学歴の低さとか、精神疾

患の問題も関係あるし、それから文化的なことも

関係あるし。それが虐待につながっていく。

　ちょっとソーシャルワークっていうところに関

連して面白いなと思ったんですけど、虐待ってい

うのはさっきも言ったとおり、いろいろな要因か

らきているんですね。１つの要因だけではない。

貧困と虐待が関係するからといっても、貧困がい

ろんな部分で影響してるっていうことですよね。

そう考えると、虐待を予防するには、いろんなこ

とをやらなきゃいけない。ソーシャルワークって、

いろんなことをやらなきゃいけないっていうのが

特徴じゃないかと思うんです。１つの虐待を防ぐ

のに、虐待の問題だけに焦点を当ててやってても

解決しないんです。虐待する親御さんに、虐待し

ないための心理的プログラムだけを提供する、ま

あ、それも大事です。それもすごく大事な部分も

あるんだけど、そのプログラムだけを与えて解決

するものでは、僕はないと思うんです。生活の部

分、そこにはもちろん精神的な安定の部分もあり

ます。そういった部分に、いろんなことをやって

初めて解決していく。その、いろんなことをや

るっていうのが、僕はソーシャルワークだと思う

んですね。逆にこれは貧困の問題からもそう言え

ると思うです。貧困の問題だけ解決するんだった

ら、お金を与えればいいじゃないですか。経済的

な支援だけすればいい。ところが貧困の問題に挑

むソーシャルワークは、いろんな部分をやらな

きゃいけない。家庭内の環境を変えなきゃいけな

いとか、ひとり親の家庭に対するサポートをしな

きゃいけないみたいな。実はいろんなことをやら

なきゃいけないっていうのが、僕は貧困を焦点に

あてたソーシャルワークじゃないのかと思うので

す。

　次に、すいません、時間がだんだんなくなって

きたんで、少し早足で。ちょっと統計的な話をさ

せてもらいます。子どもの貧困の国際比較。子ど

もの貧困率っていうのは基本的に相対的貧困率と

いうもので、国際的に比較していくんです。きょ

う、湯浅さんがお話ししてたのもそれですね。計

算の仕方は、可処分所得っていうのをまず求める

んですね。それは家族の収入から、税金と社会保

険料を引いて、社会保障の給付金を足すんです。

引いて足すっていうことが必要なんですね。で、

家族の収入っていうと、単純にいうと給料なんで

す。給料から税金だとか社会保険料、例えば国民

健康保険とかそういったものを引いて、その上で

児童手当とか社会保障給付金を足すんですね。そ

れを世帯の人数で調整してその中央値の半分を、

大体平均値の半分を貧困ラインとして、それ以下

の世帯の割合を出す。大体計算すると親子２人で

195万、親子３人で239万、親子４人で276万。ただ、

この計算の仕方は結構、恣意的なんですよ。なん

で50%なのって説明できる人は誰もいないんです

よ。60％でもいいんです。最近、ＥＵでも60％に

なりました。それだけ貧困をもっとセンシティブ

に取り上げていかなきゃいけないとEUでは考え

られています。

　ところがこの額って、日本ではほとんど生活保

護の最低生活費と一緒なんです。で、そういう、

貧困ライン以下で暮らす子どもたちが、湯浅さん

が今日も言ってたように、2000年で14.3％いるわ

けです。これは、ＯＥＣＤの平均より全然高いん

です。

　この図５は、子どもの貧困率の推移なんですね。

で、いくつかの国を出してます。実はＯＥＣＤの

26カ国の中で、子どもの貧困率が80年代からずっ

図５

OECD
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と上がり続けているのは、日本とニュージーラン

ドだけなんです。ほかの国は上がったり下がった

りしています。子どもの貧困っていう問題を言う

ときに、皆さん、最近の100年来の不況のせいだ

と思われている人がいたとしたら、それは間違い

です。実は日本の子どもの貧困率は、もう80年代

からかなり高いし、それがぐんぐん上がってきて

いるんです。

　もう一つ、子どもの貧困って、経済がよくなれ

ば解決するもんだと思っている方がいるかもしれ

ない。確かにその部分も多少あるかもしれない。

そういうふうな自然現象みたいなものだと思って

いる方もいるでしょう。ただ、例えばこれで見る

と、イギリスという国で80年代から90年代にか

けて、こんなに子どもの貧困率が上がったのは、

サッチャーという保守政権があった影響だ思いま

す。で、90年代中旬から子どもの貧困率が大きく

下がったのは、ブレアという政権になって、子ど

もの貧困に対して積極的にいろいろな政策をやっ

てきた故だと思います。

　日本の子どもの貧困率の中で特徴的なこととし

て、一つはひとり親世帯の子どもの貧困率が非常

に高いことです。60％近い。

　この話はここでは飛ばして、次に一番、日本の

子どもの貧困率の特徴というか、信じられない現

象が、この図６なんですね。これは政府の所得移

転による子どもの貧困率の変化を示すものです

ね。政府がいろいろ介入することによって、子ど

もたちの貧困率がどうなるかということを示すも

のです。先ほど、子どもの貧困率を計算するとき

に、税金と国民健康保険料を引いて、社会保障給

付金を足すって言いました。引いて足すわけです。

実はこの黄色いラインというのは、給料だけの貧

困率なんです。皆さんがもらっている給料の貧困

率だけで計算をすると、日本の子どもの貧困率っ

て高くないんですよ。フィンランドとかスウェー

デンという北欧の国よりも低いんです。給料だけ

で言ったら。ところが税金と社会保険料を引いて、

子どもの児童手当などを足したときの貧困率は、

日本はそれが逆転しちゃうんです。実はこういう

ことに気が付かなかったんですね。わたしたちは。

　でも何でこんなことが起きちゃうのか。日本政

府は何もやってないんでしょうか。だって日本に

いると、何もしなくても、貧困でない家族の人で

も貧困になっちゃうんです。１つの理由は、もち

ろんさっき言ったその児童手当のような家族に対

する社会支出が、日本では非常に低いんです。Ｇ

ＤＰ比ではほぼ最低です。教育に対する公的支出

も非常に日本は低い。ＯＥＣＤの中で最低です。

　ただ、僕の本の中では、実をいうとそういう給

付の部分だけに焦点を当てて書いてるんですけ

ど、阿部彩さんの岩波新書の「子どもの貧困」を

読むと、阿部さんはもっと違うことを言ってま

す。さっき言った引く部分、税金と社会保険料、

この部分も日本ではいびつなんです。表３は労働

力人口、働いている人たちの所得階級別の所得の

図６ 表３

(OECD2008)

5

6.7
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シェアと税金・保険料の負担のシェアを示すもの

です。上の表は所得が低位の20％の人と中流の

60％と所得の高い20％で、どういうふうに全体の

所得をシェアをしているかということで示してい

ます。下のほうがさっき言った税金、引くほうで

すね。税金と保険料を貧困な家族と中流家族と、

それから所得の高い家族で、どういうふうに負担

しているか。アメリカを見て下さい。アメリカは

貧困、社会的な格差が非常に大きな国だといわれ

ています。確かに所得の部分は、アメリカは貧困

な家族ではシェアが少ないですね。豊かな人たち

が非常に所得をいっぱい取っています。でも税金

とか社会保険料の負担については、実はアメリカ

では貧困の家族は非常に少ない。1.9％しか。と

ころが豊かな人たちは57％、かなりシェアをして

います。次に日本を見て下さい。日本は実をいう

と、低所得家庭におけり所得のシェアと社会保険

料のシェアの割合が逆転している唯一の国なんで

すよ。つまり日本っていうのは、貧困な人たちは

所得はもちろん少ないんだけど、税金だとか社会

保険料をかなり払っているんです。その数字が逆

転しちゃってるんです。何でこんなことが起きる

のか。

　１つの例として、わたしは国民健康保険の問題

を皆さんにお伝えしたいと思います。

　国保料がかなり高いことは、よく知られている

んですね。国保ってもともと自営業者の人たちの

ものだったんですね。ところが最近は国保の半分

ぐらいは、きょう湯浅さんが話をしていた非正規

の人たちが、もう使わざるを得ない時代になっ

てきた。さて皆さん、これは大阪の各市のデー

タです（表４）。大阪の社保協というところが調

べたんですけど、所得が100万で、現役40歳代の

夫婦と未成年の子ども２人の世帯で、いったいど

れぐらい国保料を払わなきゃいけないのか。所得

が200万、所得が300万だったらどうなるか。所得

200万でお父さんとお母さんと子ども２人で、寝

屋川というところでは200万のうちの50万を保険

料として払わなきゃいけない。これは軽減しても

こうなんです。300万ではどうか。60万です。大

阪の平均でも200万で38万。こういうことをわた

したちは本当に気が付かないでいたんです。実は

そういう部分から、さっき言った逆機能、逆転し

ちゃうやつがやっぱり生まれていたということで

す。

　次に、ちょっと湯浅さんの反貧困の話を受けて、

少し皆さんに考えてほしいんです。先日同僚と帰

りにちょっといろいろ話をしてたら、その同僚が、

僕と同じ児童福祉司なんですが、家で派遣村のテ

レビニュースを見ていて、所持金が1,000円しか

ない人がいて、その人がこれから生活保護を申請

するんだって話があって、彼の奥さんが「この人

は、働いているときにお金をためることをなぜし

なかったんだろう。そんな人のために税金を使う

のは変じゃないかしら」って、言ったんだそうで

す。彼は、「反論できなかったんですよね。どう

反論したらよかったんでしょうね」って僕に聞い

てきたんです。皆さんだったら、どう反論します？

　さっき、えらい、何か、思想だみたいな立派な

話しましたけど、実はこういうものに対してきち

んと反論できるかできないかってとても大事なん

です。皆さんがこれから夏休みになって、もしか

したら実家に帰られるかもしれない。実家に帰っ

たときに、何か、またこういう派遣村のテレビ

ニュースを見たときに、お父さんとかお母さんが

「でもさあ、あの人っておかしいんじゃないか。

貯金しないで、それで生活保護使うの」。そうい

う日常会話のときにどう反論できるかって、とて

表４

• 40 2 (4 )
• (

100 200 300
(1 ) 224,700 503,900 649,400
(4 ) 196,695      441,405 571,290

23 166,699 373,991 496,991

39 ) 151,460 302,930 390,530

171,903 380,642 493,825



－ 29 －

も大事なんです。社会福祉の現場に出たときに、

児童相談所の職員って、別に僕と同じ考えを持っ

ている人たちばかりじゃないです。生活保護の現

場に出たときに、施設の現場に出たときに、貧困

のことをみんな意識しながら仕事をしている人ば

かりじゃないです。そういう人たちに対して、ど

う反論するかって、とても大事なんす。皆さん、

どう反論されますか？

　すいません。答はないんです。答はないんだけ

ど、これは自己責任論の話ですね。湯浅さんがずっ

とお話をしていた。僕は、実は自己責任論と社会

福祉って、すごく関連性があるものだと思ってい

るんです。自己責任論の特徴というのは、湯浅さ

んも言っていたとおり、結局社会の状況を問わな

いということからきてるんですね。　　

　社会福祉には、僕は大きな２つの流れがあると

思います。そんなのを専門家の皆さんにお話しす

るのはおかしいんだけど、医療モデルと社会モデ

ルの２つの流れです。医療モデルは個人モデルと

いってもいいかもしれない。個人に責任があるの

だから個人を変えていこうとするのか、それとも

個人の前に社会に責任があるのだから社会を変え

ていこうとするのか。これ、社会福祉の大きな２

つの流れですよね。皆さん、両方とも大事です

よ。これは対立するものじゃなくて両方とも大事

なんです。でも大きな流れがあって、実はその濃

淡っていろいろあると思うんです。歴史的に見て

も、そうですよね。80年代以降、わたしたちの国

の、日本の福祉ってどっちの流れなの。で、その

前提みたいなものって何だったの。その理由って

何だったの。一つは日本は貧困問題はもう終わっ

たという認識だったと思うんです。つまり総中流

化社会になったんだと。だから当然80年以降です

ね、医療モデルのほうに個人モデルのほうに、社

会福祉の大きな流れは、かじを切っています。そ

れは中流社会になったから、もういいんだという

ところもあったと思うんですね。そういうものが

現代の日本の自己責任論の前提にはあるのだと思

います。

　僕は、自己責任論には根源的に誤った認識みた

いなものがあるのだと思うんです。この前もテレ

ビで出てたんですけど、母子家庭の児童扶養手当

制度に対する批判みたいな話で、「そんな好き勝

手にひとり親家庭になっといて、国からお金をも

らおうなんておかしいじゃないか」って話す人が

いたんです。でも、社会的な援助を全く受けずに

生きている人はいないんです。自己責任論に基づ

いてそうした批判をする人だって、今まで社会的

な援助をまったく受けてないのでしょうか？　学

校もいってないですか？私立の学校にいっても、

国からのお金って出てるんです。そんなふうにし

ていろいろな社会的な援助を受けてきている。し

かし度合いが個人で違うんです。その人がどうい

う成育史を経てきたのかということもありますよ

ね。貯金をするということをどういうふうに学ん

できたのかというのもあると思います。

　さらにもう一つ、僕が大事だと思うのは、社会

のあり方の違いによってもこうした社会的な援助

を個人がどう受けているかというのは違うという

ことです。日本型福祉社会というものが日本では

言われるようになって、80年代以降、日本では公

的責任は少なくして、家族、企業がさまざまな責

任を負うようになってきました。こういう社会が

自己責任論を、僕は生み出してきたと思うんです。

　例として教育費のことを考えればよく分かりま

す。日本って教育費の私的な負担の割合が高い国

なんです。皆さん大学生ですけど、公立大学の学

費は、ちょっと僕の中の資料にもありますけど、

すごく高いです。世界一高いです。それから、日

本ぐらい奨学金を使ってない国はないです。今、

公立の大学でもいくのは大変です。全部、小中高

大を公立でいっても、1,000万以上、教育費が掛

かるといわれています。私立の大学なんてとんで

もないです。さっきひとり親家庭で所得が200万っ

て言いましたけど、皆さん、地方から出てきた人

が首都圏で私立の大学にいこうと思ったら、年間

に200万近くやっぱり掛かると思うんですね。学

費とか含めて。公的な援助が介ない社会では、そ

ういうふうに大学にいくことすら個人の投資に

なっている。個人が投資しなきゃいけない。でも、
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投資をした人にとっては見返りがあって当たり前

なんです。うちでは教育に投資をした、あすこの

うちは投資をしていないんだから、将来の給料が

少なくても仕方がないじゃないか。。。と

　日本ではだんだんこんな風に自己責任論が強化

されてきているんじゃないかと思うわけです。

　もう一つ僕の自己責任論への反論としては、子

どもの貧困を放置することが、社会的な意味で損

失になるという点です。つまり子どもの貧困を放

置することで税金だとか犯罪率が高くなる。例え

ば、反面教師としてアメリカのことを考えると分

ります。アメリカは今、皆さん、今日の今日の時

点で何万人の人が、拘置所や刑務所や少年院にい

るかご存じですか？　１年間で刑務所や拘置所や

少年院にちょっとでもいた人は、いったいどれぐ

らいいるか？アメリカって大体人口としては今

３億人ぐらいです。全世界の収監人口は900万人

です。アメリカでは200万人ですね。３億人のう

ちの200万人が今の時点でいるんです。１年間に

では1,000万人。３億人のうちの1,000万人が拘置

所や刑務所や少年院にいるんですよ。アメリカは。

そのコストってどれほどでしょうか？

　ある本は、アメリカはもう貧困問題を刑務所で

解決しようとしてると言います。皆さん、これは

アメリカの話だと思ってたら、ちょっと違いま

す。日本もだんだんこれに近づいています。日本

でも過去５年間で、こういう拘置所、少年院、刑

務所の収監率が30％高くなった。上昇率としては

トップ３です。今８万人入ってます。さて、どん

な人のどんな犯罪が多いかご存じですか？　これ

は2007年の犯罪白書が触れてます。高齢者の窃盗

犯なんです。動機は生活困窮や節約です。で、犯

罪白書が言うには、対策としては、福祉制度や就

業支援の充実だと。

　僕は貧困問題を放置することが、もっと大きな

社会的な損失につながると思ってるんです。それ

は現代の貧困っていうことを考えるとよく分かる

んです。僕が本を出して友達からよく「でもさ

あ、おれたちも小さいとき貧困があったよな。そ

れと今の貧困ってどう違うのか」って、質問を受

けます。で、そうした場合私はよく気球型社会か

ら砂時計型社会へという説明を使います。気球型

社会って、要は、真ん中が厚い社会です。豊かな

人も貧困の人もいたけど、真ん中がかつてはすご

く厚かったんです。ところが、今段々それが砂時

計のようになろうとしていると。豊かな人と貧困

の人はもう分断されてしまった。で、岩田正美さ

んは、現代では特定の人たちがいつも不利な状況

に置かれていると言っています。それは低学歴や

シングルマザーや障害児者やその人たちがいる家

庭。そして非正規雇用者。で、岩田さんは、福祉

制度が、さっき言ったような日本型福祉社会のよ

うな社会が、そうした状況を招いているっていう

ことをおっしゃってます。こういう砂時計、上と

下が分離していく社会っていうのが、結局もたら

すのは、人間の分断ではないかなと思うんです。

　実は日本社会って孤立感が高いです。これはわ

たしの資料の中にも出てます。この孤立感は、こ

ういう分断とか貧困が、だんだん生み出してきて

いるんじゃないかなと思うんです。さっき言った

教育費の問題がそうした例ですよね。教育費って、

普通の人たち、一般の人たちにももちろんすごく

大きな問題だけど、貧困の家族からしたら、それ

はもう夢や希望を奪うものになっているわけで

す。

　すいません、簡単にまとめのところを言いま

す。僕は、まず貧困率をきちんと出させるという

ことがとても大事なものだと思っています。実は

ＯＥＣＤの国の中で、この貧困率を全然出してな

い国って、本当に日本ぐらいしかないんですね。

あのアメリカでもっていうんだから（笑）。あの

ブッシュでも、実は子どもの貧困率が上がったか

下がったかってすごく気にしてるんです。もちろ

んブッシュなりのやり方で、ちょっとそれはやり

方としてどうなのと思うけれど、でもブッシュな

りのやり方で子どもの貧困率をなんとか下げよう

と、彼はそういうふうにやっぱり動いてますね。

日本ではそういったことを全然意識してないわけ

です。

　今のはマクロの話で、次に現場の話では、僕は
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一番大事なのはやっぱり、子どもたちや家族のし

んどさにセンシティブになるということだと思う

んですね。これは僕が児童養護施設に措置したお

子さんの話なんだけど、この子は中学生だったん

ですね。夏休み前に父子家庭から一時保護をし施

設に措置をしたんですね。基本的には経済的な部

分、若干ネグレクトな部分もありました。ところ

が、お父さんはうちで彼女を保護した後、行方が

しばらく分からなくなったんです。だから夏休み

も全然面会とかなかったんです。で、夏休み明け

に施設に僕が会いにいったときに、彼女といろい

ろ話をして、「夏休みどうだった？」って僕が聞

いたら、「うん、施設にいるとね、結構いろんな

ところに連れていってもらって楽しかったわ」っ

て話してたんです。確かに彼女はそれまでおうち

にいたときには、夏休みってどこにもいかないし、

結構９月になると、友達とそういう話をするのが

つらいというところがあったと思うんですね。そ

ういう話かなと僕は思ってたんです。で、その後、

施設の職員の方と話したら、その施設の職員の方

が、「それは彼女の多分、強がりだと思います。

彼女にとって、どこかにいったって話よりも、やっ

ぱりお父さんが全然面会にこなかったって、とて

もつらかったと思いますよ」。本当にその施設の

職員は、よく見ているなあっ思ったんです。

　それからもうひとつ。今、学生さんたちに言い

たいこととして、社会福祉の仕事をする上で、い

ろんな資源とかいろんな制度を知っていることっ

て大事なんです。児童相談所で働くにしても、

MSWとして働くにしても、施設で働くにしても、

いろんな制度のことを、皆さん、知識として持っ

ているとすごく使えます。例えば、バイトを、皆

さん結構してますよね。皆さん、バイト中の年休

制度って知ってます？　ちょっとせっかくなんで

聞いてみたいんです。ちょっと皆さん、手を挙げ

て。３つ選択肢があるから。週に５日間バイトし

てたら年休が取れる。半年間同じ職場でバイトし

てたら年休が取れる。いや、バイトなんて年休取

れるわけないじゃん。週５日働いてたら年休取れ

ると思う人。半年同じ職場で働いてたら年休取れ

ると思う人。バイトなんて年休取れるわけない

じゃん。ばかな話しないでよって思う人。あ、み

んな手、挙げない（笑）。半年同じ職場で働いて

たらね、年休取れるんですよ。皆さん。もちろん

年休を何日取れるかっていうのはあるんです。で

もそんなふうに、日ごろのことから労働制度を考

えるってすごく大事なんです。さらに藤田さんの

話と関連しちゃうかもしれないけど、失業保険、

雇用保険って、もう今、会社が入らない例がいっ

ぱいあるんです。雇用保険、でもあれ、訴求でき

るんですよ。２年間。職安にいけば、訴求が２年

間できるんですね。そういう知識を持ってると結

構違います。

　で、最後に、阿部彩さんが言ってることですが、

子どもの数を増やすのではなくて、幸せな子ども

の数を増やす。阿部さんは、今まで子どもの問題

というと日本では少子化の問題ばっかりだったと

指摘します。それよりは今のこういう貧困な子ど

もたちが増えているという現状を考えていくこと

が大事なんだよという話を今日しました。

（一同拍手）
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平野：続きまして藤田さんから、地域での実践と

いうところから、実践での取り組みの話をしてい

ただきます。では、よろしくお願いします。

（一同拍手）

藤田：それでは続きとしまして、ちょっと長い時

間になるかもしれませんが、２時間ぶっ続けとい

うことなので、少し貧困問題、特にホームレス問

題とか、ネットカフェ難民とか、先ほど、湯浅さ

んのお話でもありましたが、そういった人たちに

かかわるソーシャルワーカーとして、わたしは活

動しています。貧困問題に対してソーシャルワー

カーが何ができるのかっていうことと、地域で生

活する人たちが貧困問題をどうとらえたらいいの

かということを、少しお話ししながら考えていき

たいなと思っています。わたしのレジュメは少し

堅苦しいことが書いてあるんですが、実践の話を

ということなので、日々どういうことをやってい

るのか、わたしの自己評価も含めながら、貧困問

題が現状、どんなものなのかということを少し

語っていきたいなと思っています。

　まず最初にわたしの自己紹介から始めさせてい

ただきたいんですが、わたしも山野さんと同じく、

社大の学生ではないんですね。わたしはルーテル

学院大学というところで大学院を出まして、そこ

でもずっと貧困研究とか、ホームレスの自立支援

の研究をやってきました。わたしがどうしてこう

いうホームレスの問題とか貧困分野の問題にかか

わろうと思ったのかという話を少し始めにしたい

なと思います。レジュメを１枚めくっていただく

と、わたしの自己紹介が少し書いてあるんですが。

これが今現在やっているＮＰＯ法人「ほっとポッ

ト」という団体の設立につながる話なんです。皆

さんご存じのとおり、日本にはホームレスという

人たちがたくさんいらっしゃるんですね。その

数が日本全国で約１万6,000人。もっとわたしは

多いと思っているんですけど、約１万6,000から

１万7,000ぐらいですね。

　わたしが活動を始めたのは、大学２年生のとき

でして、わたしがたまたまホームレスの男性とぶ

つかったという経験から入るんです。そのぶつ

かった男性というのは、普通の会社員の男性でし

て、その男性が持っていた経験というのが、会社

の仕事が忙しくなってしまって、過労になってし

まったと。過労になると、うつ病になってしまう

んですね。そして会社に通えなくなってしまって、

その男性は会社を退職するんです。家族は奥さん

とか息子さんたちもいらっしゃったんですけれど

も、退職金は奥さんと息子さんたちに渡して、家

族もその男性を支えきれなくなってしまって、離

婚する。あとはその男性も50代を過ぎていたので、

再就職先も見つからないわけなんですよね。その

男性は、たまたま銀行に勤めてたんですけれども、

いくら銀行に勤めていたとはいえども、50代にな

るとなかなか就職先がないという現実がありまし

て。うつ病という病気を持っていた、あとは、男

性としては、いろんなストレスから耐えられなく

なってアルコール依存症という病気を患ってしま

うんですね。

　これも、これからお話しするホームレス問題と

かなりリンクしてくる話になると思うんですけれ

ども、貧困状態にある方はうつ病もそうですし、

アルコール依存症もそうですし、ギャンブル依存

症とか、山野さんの中に貧困の文化とか、そうい

う話かもしれないですけれども、貧困層特有の問

題が非常に増えてしまう。それに対して、関わり

を持たなければいけないんですけれども、わたし

がたまたま大学３年生のときに出会ったその男性

も、そのようなアルコール依存なり、うつ病なり

を持っていて、会社に通えなくなってしまって、

その後生活ができなくなってしまって。生活がで

きなくなると、まず社会福祉が何をするのかとい

うところですが、生活保護制度というのは皆さん

ご存じだと思います。生活保護制度を活用する、

テキストどおりにいけばそうなるんです。しかし、

現実的にはテキストどおりに、運用なんかされな

いという実態がありまして。50代の男性で、まず

福祉事務所にいくと、まだ働けるんじゃないかと

いうことで、帰される経験を持っている方が、多

数ホームレスの中にはいらっしゃる。あとは失業

保険なんかもそうなんですけれども、失業保険、
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まあ、雇用保険ですね。雇用保険の失業給付の知

識がなくて、受けてないという人も中にはいます

し、そういう基本的な社会福祉、社会保障制度か

ら漏れちゃってる人が、多数ホームレスになって

いるという経験を、わたしが大学３年生のときに、

その男性を通して学びました。

　その後、その男性との出会いというキッカケが

あり、社会福祉系の大学に通っていて、生活保護

制度がある、あとは失業給付などがあると聞きな

がら、なぜその男性には社会福祉が適用されてい

ないのかという疑問から、わたしの活動が始まっ

ているんです。これはいまだに疑問を持ちながら

ずっと活動してるんですが。

　そういう経験を持った男性と知り合った。そし

て、その経験から新宿で夜回り活動を２年間、大

学時代、続けるんですね。もう少し、ホームレス

の問題の背景を見ていこうということで、山野さ

んが、アメリカでは長いこと、ソーシャルワーカー

は実習をやるということをおっしゃってたんです

が、誤解を恐れずに言うならば、今の社会福祉学

のソーシャルワーカーの教育の中で、座学ではな

く実習の時間が非常に少ないと、わたしも思って

まして。それをわたしはどちらかというと、大学

の中の座学というよりも、現場の路上訪問、夜回

り活動で培ってきたということがあります。これ

は独学という部分もあるんですが。ずっとソー

シャルワークは、新宿などホームレスの支援現場

で大学時代に学んできました。現場には本当に経

験豊かなソーシャルワーカー、社会福祉士の資格

があろうがなかろうが、豊かなソーシャルワー

カーがたくさんいて、その方たちから学んできた

ことが非常に大きかったし、いまだに力になって

るんじゃないかなということを思っています。

　新宿で夜回り活動の時代に何をしてきたかとい

うことですけれども、そんな語ることでもないん

ですが、一緒に路上にいる人とお酒を飲んだり、

あとはいろんな話をするわけですよね。なぜホー

ムレスになってしまったのかというところから話

を聞かせてもらったり、一緒に路上で段ボール敷

いて寝たということもありますし、そういうこと

をしながら新宿とか山野地区とか、大学院時代は

釜ヶ崎地域って、大阪の西成地域で実習も併せて

するんですが、そういう貧困状態に陥っている人、

生活困窮状態にある人が、どういう状態にあるの

か、どういう背景を持っているのか、背景をしっ

かり見て、その支援をずっとしていこうと考えて

いました。

　そういう自己紹介で、わたしとしてはそういう

男性との出会いと、あとは新宿のスープの会とい

うところで夜回り活動をずっと続けてきたこと。

その後大学院にいきまして、そういうホームレス

状態にある人の自立支援の研究をずっとしてきま

した。その間は、わたしは社会福祉士という資格

を大学卒業時に取りましたので、社会福祉士会に

も加入させていただいて、きょうも何名かきてい

ただいてますけれども、先輩方にもご指導いただ

きながら、現状としては会（社会福祉士会）の活

動にもかかわっているということになります。

　わたしは地元が埼玉にあります。今日も少し写

真をお見せしながら、新宿で学んだこととか、あ

とは大学院で経験したことをまとめて、埼玉でも

路上生活をしている人たちがたくさんいますの

で、地域でこういったホームレス状態にある人た

ちに対して支援ができないかと思い、埼玉で活動

を始めてきました。2004年あたりから、さいたま

市の河川敷を回るという活動をします。具体的に

どんな方法でホームレスの人たちを支援に結び付

けていくのかということを、少し写真をお見せし

ながらお話しできればなと思っています。

　2004年からわたしたちの実践活動、ほっとポッ

トの前身にあたりますけれども、最初は弁護士さ

んとか、あとは市民のボランティアの人、あとは

議員さんと一緒に、ホームレスの人たちのところ

に話を聞きにいく、聞き取り調査から始まります。

河川敷をずっと巡回していくのですが、埼玉は河

川敷とか、あとは公園などにテントがあったり、

小屋を作って生活している人たちが、まだまだい

ます。

　これまでのホームレス問題の特徴ですけれど

も、基本的には社会福祉の支援をするという対象
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ではなく、生活保護につなげるという対象でもあ

りませんでした。できればそこからいなくなって

ほしいという、排除傾向にあったんですね。これ

が2002年以降、ホームレスの人も含めて、排除か

ら支援をする対象ということに変わってきたとい

うことが特徴かなと思います。

　ひどい環境の中で生活せざるを得ない人、台風

があれば流されてしまうところに小屋を建ててい

る人。あとは車の中で生活している人もいる。犬

を飼っている人もいます。2004年から2006年まで、

月に２回ほど巡回して聞き取り調査をしながら、

60人ぐらい、この河川敷にいらっしゃたんですけ

れども、生活保護制度を使いながらアパートを一

緒に探していくという活動をしました。当然、ホー

ムレスの人が地域生活に戻っていくために、さま

ざまな課題があるんですが。アルコール依存を

持っている人もいますし、統合失調を持っている

方もいます。きのう刑務所を出てきてホームレス

になっているという人もいますし。知的障害があ

る人も。いろんな生活課題を抱えたり、多重債務

を持っている人もいる。その中で、あとは犬を飼っ

ている人。ご存じのとおり、犬が飼える、飼って

いて入れる施設だとか、飼っていて入れるアパー

トを探すという個別のニーズに、いかに応えてい

くかということも、ここでは問われてきます。

　現実的にこういうところで生活しなきゃいけな

いという人たちで、頼れる家族がいない、社会的

な孤立ということで、湯浅さん、山野さんも含め

て話がありましたけれども、非常に孤立という状

態がホームレス状態にも当てはまります。これは

ネットカフェで生活する人もそうですし、あとは

マック難民と最近はいわれますけれども、マクド

ナルドで100円のコーヒーを買って夜を明かすと

いう人も、同様に頼れる人がいない。社会的な孤

立、社会的排除ということがいえるのではないか

と思っています。孤立と貧困はセットといいま

しょうか。

　次の写真は、弁護士さんと不動産屋さんと一緒

にホームレスの方が、アパートの内見をしている

というシーンですね。帽子をかぶっている方が当

事者の方です。こういった不動産を借りていきま

す。まずソーシャルワーカーとして、ホームレス

の人をどう支援していくのか、あるいは家がない

人に、社会福祉に携わる人は何ができるのかとい

う究極の問いだと思います。これは非常に社会福

祉の弱い部分かなと思っています。家がない人へ

の対応だけでなく、多重債務を抱えている人への

支援も社会福祉は十分ではありません。法律家

じゃないと多重債務の問題は解決できませんが、

その方法を提示できる人も社会福祉分野には少な

いように思います。多重債務を持っている人をど

う支援していこうかということも、これも社会福

祉に携わる人の課題の一つかなと思います。家が

ない人に対して、日本の社会福祉は、高齢者福

祉、児童福祉、障害者福祉、生活保護分野におい

て、当事者を当てはまる施設に入ってもらうこと

が一般的でした。家がない人は一時的に施設に

入ってもらう方法が、これまで取られてきたわけ

です。ホームレス問題がなぜこれだけ広まってい

るのか、貧困問題になぜ社会福祉が対応できない

のか、機能しないのか、という問いへの答えの一

つが、縦割り福祉の問題だと思っています。例え

ば、稼働年齢層の貧困と言われるホームレスの男

性だと、高齢者でもないし、障害があるとも認定

されてない、そういった人たちがホームレス状態

になっています。高齢者の施設だと高齢者しか入

れないんですね。障害者の施設だと障害者しか入

れない。一方で、生活保護の更生施設だとか救護

施設もある一定の数しか入る枠がない。あとは最

近、無料低額宿泊所だとか自立支援センターとい

う入所施設もありますが、これも十分に期待に応

えられているのかという疑問もある。なので、そ

ういった既存の社会福祉施設なり、社会福祉制度

から漏れちゃう人がたくさん出てきている。そう

いった漏れちゃっている人たちに対しては、基本

的に居宅や地域生活を支えるしかなくて、生活保

護に結び付けて、支援をしていくということが必

要だと思います。アパートを見つける支援だとか、

その人にあった場をどこで求めていくのかという

支援が求められています。社会福祉から漏れた人
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を地域で支える視点が、今の社会福祉では弱いん

じゃないかということを思っていますし、これを

ずっとやってきたということがあります。

　あとは多重債務の問題。一緒に弁護士さんと解

決するのですが、法律事務所は非常に敷居が高い

です。わたしたちの活動としては、当事者の方が

法律事務所にいくというよりも、弁護士さんと一

緒にネットワークを組みながら一緒に回る中で、

弁護士さんに路上や当事者の自宅で、自己破産の

手続きをやってもらいました。

　この写真は、10年ぐらい野宿生活をしていた男

性ですね。最近、水際作戦というものがありまし

て。福祉事務所の方もいらっしゃるので、聞いた

ことがあるかもしれません。この男性は顕著に社

会福祉の制度から漏れちゃってる男性だったんで

すね。これはもう、この男性特有の問題ではなく

て、ホームレス問題の全般、まあ、根幹ともいえ

ます。

　基本的にまだ若いから働けるんじゃないかとい

うことで、福祉事務所から突き返されちゃって生

活保護の申請ができない。その方が経験した話で

すけれども、58歳のときに、もう働けなくなって

失業しちゃうんですね。この人は板金工の職人な

んですけれども、工場を閉鎖してしまって働く場

所がない。その際に、じゃあ、生活できないから

困ったということで福祉事務所に相談にいきま

す。困っているから助けてくれないか、生活保護

の申請をしたい、と申し出るんですが、生活保護

は65歳にならないと受けられないんだよというこ

とを言われそうです。生活保護って無差別平等の

原理というのがありまして、年齢は関係ありませ

ん。現に生活が困窮していて、最低限度の生活が

営めないという状態であれば申請できるし、その

あとちゃんとケースワーカーの下、支援を受けら

れる権利があるんですけれども、そういうことで

突き返されてしまう。

　10年ぐらいホームレスをしていた男性ですが、

わたしと出会ったのが68歳だったんです。65歳に

なったら生活保護が受けられると福祉事務所の人

に言われたので、男性は65歳まで我慢をしまし

た。路上生活を続けながら。65歳になってようや

く、生活保護の申請ができるって聞いたんだけど、

申請をさせてくれって窓口にいくんですね。そう

すると今度は家がない人は申請ができないと言う

んだそうです。このように男性は生活保護という

制度から排除されてしまう経験をずっと踏むんで

す。そうすると、自分に生活保護は適用されない

制度なんだと納得して、そのまま生活を続けるわ

けです。路上訪問をしていたわたしたちのところ

で68歳のときに出会って、そんなことはないんだ

よという話をしました。

　生活保護の申請はできるし、アパート生活もで

きますよ。その転居費用も出してもらえますよと

いう話をして、アパートに入ってもらいました。

この男性はそのまま今もアパート生活しています

けれども、男性が経験しただけという特有の課題

ではなくて、生活保護制度、最後のセーフティー

ネットというものから漏れちゃう人たちがたくさ

ん生まれている現状が、ホームレス問題の根幹に

あるということを、少しご承知いただきたいなと

思っています。

　この後は、地域生活サポートホームとか、わた

したちのやっている社会資源の創造とか開発とい

う話になります。いったん、ここでレジュメのほ

うにお話を戻したいなと思っています。わたした

ちの活動はそういった生活ができない、生活課題

をたくさん抱える方のところに訪問するというこ

とから始まっています。皆さんもご承知のとおり、

アルコール依存という病気を抱えている人、うつ

病を抱えている人、いろんな課題を抱えている人

がたくさんいます。レジュメの１枚目ですけれど

も、貧困問題とかホームレス問題にどう対処して

いこうかということですが、そもそもホームレス

を支援しなくていい、自己責任だから放置すれば

いいという質問、議論もあるんです。自己責任論

ではないんだよということで湯浅さんと山野さん

に詳しく言っていただいたので、ホームレスをこ

こでは支援するべきだという議論で話を進めてい

きたいなと思っています。

　これは山野さんがおっしゃったとおり、社会的
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コストがホームレスを放置すると掛かるというこ

とに全く同感で、もうそれは議論の余地がないと

思っています。まずホームレス問題を解消する、

貧困問題を解消するということについて、最初に

結論から言えば、ソーシャルワーカーが増えない

といけないと思います。わたしがずっと実践活動

をする中で思っていることなんですが、今現状で

社会福祉の制度から漏れちゃう人が多数出てきて

いる。その現状に対応するためにコーディネート

といいますか、いろんな制度があるんだけれど

も、それをつなぐことができる人たちの支援が、

それぞれに対して必要だということですね。誤解

を恐れず言えば、ソーシャルワーカーって言われ

る中で、ソーシャルワーク機能を果たしている

ソーシャルワーカーが地域にどれだけいるのかと

考えてほしいです。例えば家がないということで

相談にきた人にどう対応しますか。普通に考えれ

ば、じゃあ家を一緒に探そうかというのが当たり

前だと思いますが、家を一緒に探すということが

できないのが社会福祉の現状だと思います。なぜ

それができないのって、わたしたちは常に思って

います。相談窓口で、社会福祉協議会というとこ

ろもあります。福祉事務所の窓口もあります。家

を探す支援など、やってくださっている機関もた

くさんあります。しかし、現実的に家がない状態

に対しては、福祉関連の施設を紹介するとか、施

設がなければアパートを探さなきゃいけないんで

すが、アパートを探すということが追いついてな

いという状態が多くあると思っています。

　うちのほっとポットという団体には、年間800

人くらいの人が相談にくるんですね。昔はホーム

レス問題に関わっていましたけれども、今ではさ

いたま市に事務所を構えまして、家がない人もそ

うですし、あとはもうすぐ家がなくなる人、あと

は派遣切りにあった人、生活苦から親の介護がで

きないと苦しんでいる人、あとはＤＶの被害で相

談にくるケースもあります。児童相談所の方も相

談にきます。例えば17歳で身寄りがなくて、頼れ

る家族がいない。児童相談所はちゃんとケアをし

なきゃいけないんだけれども、もう手いっぱいで

児童養護施設もその子は嫌で出ちゃったと。施設

を出ると、ネットカフェを転々としたり、ホーム

レスになってしまうケースもあります。児童養護

施設に戻すにしても、戻りたくない希望がある。

じゃあ、アパート生活をどうしようかってときに、

そのままホームレス状態を続けていくわけにはい

かないので、生活保護申請を17歳ですることをお

手伝いもします。そういうさまざまな生活困難や

ニーズが地域にはあります。

　ニーズを多数有する人々、多くの生活課題を有

しているクライアントに対して、やはり丁寧に話

を聞いていかないといけないなと思っています。

ただ単に家がないだけじゃないんですよね。アル

コール依存の問題もあるし、多重債務の問題もあ

る。なので、社会福祉の制度だけではどうしても

解決できないクライアントがそこにいる。そのと

きに社会福祉士、ソーシャルワーカーはどう立ち

向かうことができるんだろうか、これもわたしの

ずっと抱える課題です。これはもう端的に社会福

祉領域だけでは限界なんですよね。弁護士さんの

介入も必要ですし、医療関係者との連携も必要で

す。地域にいる民生委員さんに協力を仰いだり。

今後お話しするまちづくり、地域づくりというこ

とにもつながってくるんですけれども、同じ人が

またそこの地域で同じような状況が生まれて困難

を抱えている場合には、そういった地域でもう一

度この前のようにやってみようかと、繰り返しそ

の実践ができるような地域をつくっていく。そう

いう、生活困窮を未然に防ぐというような地域を

つくっていくことに、どれだけソーシャルワー

カーが介入できるか、地域に介入できるかという

ことも求められているのかなと思っています。

　ほっとポットの活動をずっと続ける中で、地域

にべったり足を付けて地域のホームレス問題を解

消していくこと、あとは生活困窮者の課題を解決

していくということをずっとやっています。社会

資源を開発、創造するということですけれども、

こういう一戸建てを地域で借りています。さいた

ま市内で20カ所借りてるんですが、なぜこんなこ

とをしなきゃいけないのかということを、少し考
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えながら聞いていただければいいかなと思いま

す。何度か繰り返しになりますが、ホームレス状

態になる人というのが、いろんな制度とか、あと

はいろんな福祉施設から排除されているというこ

とを、一つのキーワードとして話をしていきたい

なと思っています。

　生活困窮状態になる人は、10代から80代までい

ろんな人がいらっしゃいます。中でも家族でホー

ムレスになるという方もいます。例えば家族で

ホームレスになってしまった場合、福祉事務所に

相談に行きます。

　基本的に女性の場合は婦人保護施設があった

り、子どもがいる場合には母子生活支援施設とい

うのがあるんですが、夫婦一緒に入れる施設とい

うものが十分に整備されてないです。あとは、妊

娠中の女の子が入れるというような施設もなかな

かないんですね。昔の母子寮ですけれども、母子

生活支援施設は産んでから子どもと入ることにな

りますので、それまでのつなぎで入れるところは

婦人保護施設。婦人保護施設は今、ＤＶ関係でいっ

ぱいということもありまして、普通の女性で入れ

るところが非常に、資源が厚くないということが

言えると思います。公的な資源が非常に少ない中

でそういった人たちが、車上生活なりホームレス

生活になっているということも課題かなと思って

います。

　他には長年自炊をした経験がないというホーム

レスの方もいます。そういった方たちの生活、Ｓ

ＳＴではないですけれども、日常生活をどう組み

立てていくかということも非常に重要でして、生

活は就労支援だけではなくて、日常生活の自立だ

とか社会生活の自立をどう支援していくことがで

きるのかが重要です。自炊の練習を一緒にします。

　それから最近、貧困と犯罪ということを山野さ

んがおっしゃいましたけれども、刑務所から出て

来られた男性もいます。ホームレス問題のもう一

つの要素が、更生保護との問題ともつながります

が、刑務所から出てきた相談者が増えています。

例えばおにぎり１個盗んで捕まって、その後弁護

士さんに弁護してもらって帰される。しかし帰る

場所がない。帰る場所がなければ、また同じよう

に再犯してしまって刑務所にいく。刑務所が、先

ほども、セーフティーネットの役割を果たしてい

るといえます。本来はそういう犯罪が起こらなく

てもいいような地域にしないといけない。そうい

う仕組みをつくらないといけないと思っていま

す。

　あとは精神科の病院に長いこと入院していた男

性もいます。ホームレスをどうとらえるかという

問題にもつながってきますが、精神科の病院がた

くさんある地域もあります。そこにはもう10年20

年入院している人もいます。社会的入院といわれ

ています。わたしたちはこの人たちも、広くとら

えて、広義の意味でホームレスと呼んでいます。

本人が帰るべき、普通の生活ができるような地域

がない、家がない、そういう環境がないという意

味で、ホームレス状態にあると捉えています。そ

ういった人たちの支援も一緒にやっていこうとい

うことで、病院からどう出していくか、どう地域

のアパートに出していくか支援をしています。

　あと、アルコール依存の問題を先ほどからずっ

と繰り返していますが、アルコール依存もようや

く最近、病気であると言われてきました。ギャン

ブル依存というものもようやく病気だと言われて

います。しかし、ホームレスの方の地域生活支援

は、非常に難しい問題があります。本人が好きで

飲んでいるのではないか、本人が10万円20万円

あったお金を馬券で擦ってしまうのは、自己責任

じゃないかということがよくいわれます。実はそ

うではないとわたしたちは思っています。ギャン

ブル依存に陥っている人にはやはりちゃんとした

治療なり支援があって、そういったものを提供し

ていけば、地域生活が送れる人もいると思ってい

ます。ホームレスという状態を見るのではなくて、

貧困の原因や背景っていいますか。人がなぜ貧困

に至ってしまうのか、なぜ、働きながらでも生活

をしていくことができなくなってしまったのかと

いうことに着目する。一つ大事なきっかけになる

んじゃないかなと思っています。

　日々、こういういろんな病気、ただ単にホーム
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レスというだけじゃなくて、その背景にあるもの

を見ていくと、もう一度貧困を繰り返さないため

の支援を生み出していくことができるのではない

かと思っています。人によってはアルコール依存

の専門病棟に入院してもらう人もいますし、そう

いうプログラムを入れる人もいます。多重債務の

問題解決もあります。もちろん個人個人100人い

れば100通りの支援方法がありまして、個別のニー

ズに応えていくということがやっぱり大事かなと

改めて思っています。

　既存の社会福祉制度の枠からでは対応できない

ご夫婦の例もあります。２人は内縁関係の男性と

女性です。夫婦で入れる施設はなかなかありませ

ん。女の子のほうは妊娠６カ月で、当時相談にき

たときは17歳でした。児童養護施設を出て、男性

と知り合い、生活を一緒にします。その後、男性

はいわゆる派遣切りに遭ってしまって、住むとこ

ろがなくなってしまった。そして２人で車上生活

をしていて相談に来られました。男性には病気が

あって働けない要因もあり、生活保護申請に一緒

に行きました。まずは地域生活サポートホームに

入ってもらい、出産を支援することになりました。

生むのか否かで行政含めて議論がありましたが、

ご本人の意思を尊重して出産に臨みました。ほっ

とポットには20代の職員しかいなく、出産経験を

している人はいません。そのため、民生委員さん

や保健師さんに協力してもらいました。今では無

事生まれ、先日歩いて事務所に遊びに来てくれた

のですが、とても感動的でした。いろいろなドラ

マがあります。

　それからこの写真は、地域生活サポートホーム

の日常風景なんです。猫の問題ですけど、猫を飼っ

て入れる施設っていうのもないんです。ホームレ

スの男性女性で、猫を飼っているという人が非常

に多いです。ホームレスの方にとって犬や猫は、

家族だというとらえ方なんですよね。この猫を捨

てて家に入るくらいだったら、自分は死んだほう

がましだという男性もいます。猫が家族であると

とらえれば、一緒に生活できるような環境を、ア

パートもそうですし、サポートしていく。それを

コーディネートしていく。そんな視点も大事だと

思います。猫や犬が飼える地域の一戸建てを借り

た社会資源、サポートホームだからできることで

もあります。社会資源をつくった意義がある場面

です。また猫がかわいいんですよね。結構、放置

すると新しく子猫が産まれちゃうんですね。猫を

連れてくる男性もいるので、猫同士が交尾をした

り。10匹とか産まれちゃって、新しい地域課題を

作っちゃったり。

（一同笑い）

藤田：この男性が連れてきたんですけどね。あと

はホームレス状態を続けていると路上で認知症に

なってしまう男性もいます。この男性は、まあ、

軽度なんですけれども要介護が出て、地域の特養

（特別養護老人ホーム）に入れるケースもありま

す。こうやって服を着てきれいな格好をすると、

元ホームレスって感じはしないですよね。うちに

きた当時はすごい匂いで、一緒に体を洗うことも

しました。その後は特養のような地域の社会資源

につなげています。この写真は特養の盆踊りです

ね。

　地域にはいろんな人がいて、サポートホームを

造ると周辺で反対運動が起こったりもします。こ

れは地域間コンフリクトということで、どこでも

起こる地域課題であると認識しています。たとえ

ば地域に精神障害者のグループホームを建てると

いうときもそうです。火葬場を建てる、刑務所を

建てるときも同様に迷惑施設扱いされ、建設反対

運動が起こります。これを避ける方法はありませ

ん。わたしたちの地域生活サポートホームも、家

のない人が一時的に、おおむね１年をめどに、自

立生活をするまでいるためのシェルターのような

役割をします。そういった新しい社会資源を造っ

ていく際に、やはり地域間コンフリクトを解消す

るためにどうしていくのかということですが、自

治会長さんや民生委員さんのところに一緒に訪問

して、地域の理解を得ていくことが、大事かなと

思います。地域の理解なしにはやはり地域実践と

いうのはなかなか、そこでの自立支援というんで

すかね、そういったものが展開できないと思いま
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す。

　あとは、市議会議員さんや政治家の協力も必要

です。これも非常に社会福祉の弱いところだなと

いうことを思っています。ホームレス問題を単に

個人の問題としてとらえないということが大事だ

と思っています。

　年間800人が相談にくると冒頭に話しましたが、

恐らく来年は1,000人くらいくるんじゃないかと

思っています。再来年にはもしかしたら、もっと

増えるかもしれないです。ほっとポットは職員が、

６人の社会福祉士と精神保健福祉士でやっていま

す。とてもじゃないけど対応できない数が相談に

来られています。ほっとポットは、単なるＮＰＯ

の民間団体でして、行政でもないし大きな組織で

はありません。これは限界があるということで、

そもそもそういった相談を生まない社会、生まな

い地域づくりをしていこうと思っています。

　例えるならば、皆さん、ボートに乗ったことっ

てありますか。穴の開いたボートに乗ると、当然

沈んできちゃいます。今の日本の社会がそんな状

況だと思っていただけばいいんですが、水がたく

さん出てきたら、桶で水をすくって、水を出して、

ボートが沈まないようにすると思います。しかし、

根本的には桶でいくら水をかいたところで、穴を

ふさがなきゃ意味がないと思います。穴をふさぐ

ということは何かというと、そういった生活困窮

状態にある人を生まない社会、そういう仕組みを

もう一度作り直すことだと思います。そのために

政治的にどうしていったらいいのか。基本的には

超党派の市議会議員さんと一緒に政策提言をして

いくこと、あとはソーシャルアクションというこ

とが、今後大事だなと思っています。社会を変え

ていく運動をどう起こしていけるのか。

　わたしたちソーシャルワーカーは、実践現場に

ずっと携わっていますので当事者の声を一番聞き

取りやすい現場にいます。当事者の声を聞いてい

るはずです。生活ができないという声を聞いてい

るし、なんとかしてほしいという声をたくさん聞

いているはずです。そういった声を十分に政策に

反映できてない。あとは、同じような人たちがま

た生まれる地域にしてしまっている。そもそもそ

ういった人たちを生まない地域を作るために自民

党もそうですし、民主党もそうですし、いろんな

状況下で議論をしてもらう必要がある。

　ほっとポットが地域づくりをどうしているか、

少し希望がある話もありまして、政策提言をする

ことで変わったこともあります。実は昨年、さい

たま市議会に参考人招致され、話をする機会があ

りました。市議会に要求を２つしました。福祉事

務所の窓口にケースワーカーを増やしてほしいと

いうこと。ご存じのとおり水際作戦とか、福祉事

務所はいろんな問題を抱えていますが、基本的に

仕事が多いということと、あとは過重労働という

ことがいわれています。ケースワーカーがそれに

追いついていないといえます。ケースワーカーを

増やしてほしいという要求が一つ。あとは専門家

でないと、もう今の福祉課題には対応できないと

いうことで、社会福祉士と精神保健福祉士をちゃ

んと配置してほしいということを要求しました。

そうすることで、実は本年度からケースワーカー

が増員されていますし、さいたま市の福祉事務所

では社会福祉士が増え始めました。あきらめずに

いろんな要求を一緒にやっていこうとは思います

が、地域は変えられるといいますか、住みやすい

地域にどんどん現場から変えていこうと思ってい

ます。

　貧困問題は何が問題なのかということで少しお

話しすると、繰り返しになりますが、孤立という

話を何度もしています。相談にきた人は年間800

人、そのうち９割くらいの人が相談できる相手が

いなかった、頼れる親族がいなかった、家族がい

なかったということがいえます。少なくとも生活

保護制度があるよとか、こういう制度を使ってみ

たら、こういう知り合いに助けてもらったらとア

ドバイスしてくれる人がいたら、生活困窮状態に

陥らないかもしれません。経済的貧困とともに、

人間関係の貧困に着目する。そして、身近に世間

話ができる友達を作ろうよという趣旨から、月に

１回食事会をしています。ホームレスの方もいま

すし、アパートに転居された方もいます。地域住
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民もボランティアも、わたしたち職員も参加しま

す。職員に言いにくいことは、そこに参加してく

れる地域住民の人に相談したり、あとは元野宿者

同士で相談をしたりということをする場になって

います。

　あとは、この写真は失敗例ですが、いろんな生

活課題を抱えてくる方の中には覚せい剤の後遺症

を抱える方もいます。覚せい剤の後遺症を抱える

人については、一緒に手帳を取る申請をします。

反社会的な薬物とういことで、受け入れてくれる

病院も少ないし、一緒に支援してくれるという人

も少ないんですね。これは覚せい剤だけじゃなく

て、放火をした経験がある人の支援を一緒にやっ

てくださる方も地域には少ないです。知的障害が

ある男性なんですが、受入先施設を探す際に、ど

この施設も放火されたら嫌ですから、受入れ先が

見つからない。これも社会制度はあるし施設はあ

るんだけれども、どうしていこうかという地域の

福祉課題です。病院で入院してもらうのか、アパー

トで生活してもらうのか、施設を探し続けるのか

ということで、常に選択を求められてきていると

いう状況があります。

　精神疾患がある男性ですが、この方については、

何も支援が入らないとサポートホームの部屋がゴ

ミだらけになってしまいます。そのため、訪問看

護で服薬の管理をしてくれる人を入れるとか、ヘ

ルパーを入れるとか、そういったサービスを入れ

ていく支援をしています。あとは金銭管理ができ

ないという人については、成年後見人を付けたり、

各種障害者手帳を取って、社会福祉協議会のあん

しんサポートにつなげていくこともしています。

　これも社会福祉の失敗例だと思うんですけれど

も、この写真は家族の写真なんですね。左側の男

性はホームレスの男性なんです。軽度の知的障害

がありました。後ろ姿のこの女性については、中

度の知的障害があります。子どもたち２人は今、

児童養護施設に預けられ、もう一人の男の子は乳

児院に預けられています。この男性はもともと、

ホームレスの方が入所する自立支援センターにい

ました。こちらの女性は知的障害の更生施設にい

ます。男の子と女の子は児童養護施設にいます

が、もともとは家族一緒に住んでいました。男性

は病気で仕事ができなくなってしまって、軽度知

的障害があるということもあり、家族を養いきれ

なくなってしまいました。そのため、社会福祉が

介入するわけですが、福祉事務所は家族をバラバ

ラにしてしまいます。そもそも家族は一緒に生活

できるのが当然じゃないか、当たり前なんじゃな

いかということで、もう一度アパートで家族が生

活できるような環境を整えていこうと支援してい

ます。これも非常に難しい課題があるんですけれ

ども。これも縦割り福祉の一つの課題かなと思っ

ています。もう一度家族を再統合するということ

がニーズである以上、ソーシャルワーカーはどれ

だけ関わることができるかが問われているんじゃ

ないかなと思っています。

　最後に少しまとめをしたいなと思います。いろ

んな福祉課題が山積していまして、それに本来対

応していた福祉事務所の窓口が十分に機能しなく

なった。そして、限界があるんじゃないかという

ことも指摘されています。こういった状態に支援

できるような施設というものが十分でない、社会

資源が不足しているという状態がある。そして

ソーシャルワーカーとしては社会資源を創造開発

していくことだとか、ソーシャルワーカー特有の

機能ですかね、ソーシャルワーク機能を果たして

いかなきゃいけないと思うのですが、これも十分

に果たせるだけのソーシャルワーカーが育ってい

ない。これも高齢者施設に入ってしまう、障害者

施設に入ってしまえば障害者だけにしか関わらな

い。高齢者の分野に入ってしまえば高齢者施設に

しか関わらない。介護保険分野に精通する人は、

当然必要ですが、縦割りの福祉をどう横につなげ

るかということが大事だなと思っています。そう

いった制度とか枠というものが福祉にはありま

す。そういった枠とか制度をうまくつなげたり

コーディネートしたり、社会資源をうまく環境調

整していくことで、そういった全体をコーディ

ネートする、まとめていくというような人たちが

非常に少ないと思っています。ジェネラルなソー
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シャルワークあるいはソーシャルワークのコー

ディネート機能が求められていると思います。そ

の人に何が今必要なのか、家がなければ家を探す

のか。わたしの管轄ではないからで済ましてしま

うのか、そうしないのか。それだけで福祉実践は

大きく変わってくると思います。そういった新し

い福祉課題がある中で、どうソーシャルワーカー

がそれに対応していけるのかということが求めら

れています。

　わたしたちのモットーは、勝手にできないと決

め付けないということです。できることを探そう

と思っているんです。年間800人相談に来られま

すし、限界はあるんですが、少なくとも関係機関

につなぐことはしようとか、あとは、少なくとも

多重債務だけは解決しようとか。

　ソーシャルワーカーがいないわけじゃなくて、

非常に少ないと思っています。中でも特にわたし

が現場にいて思うことは、ガイダンスワーカーに

ならないでほしいということです。これもキー

ワードの一つです。「こういう制度がありますよ」、

例えば「生活保護制度がありますよ」って言うこ

とは誰でもできるんですね。当然あるのは知って

いるのですが、実際生活保護の窓口にいったら、

窓口で帰されてしまう。あとは社会福祉協議会の

緊急貸付けの制度とか、生活福祉資金という制度

があります。生活に困っている人は、社協でお金

を借りるということができます。そういう制度が

あるということは知っていますが、そこにいって

みてくださいということだけでは、制度につなが

らない現実があります。理由を付けて帰される

ケースもあります。介護保険もそうです。いろん

な制度が本人にとってちゃんと結び付いているの

かどうかということを気にしながら、ただその制

度の説明をするだけに終始しないことが大事かな

と思います。そのため、窓口に一緒にいって代弁

をする、申請を補助する、そういったことも必要

だと思います。

　ちょっとバーッと話をしてきましたので、残り

時間で少し質問など受けまして、わたしの話は終

わりたいと思っています。皆さん、ご静聴ありが

とうございました。

（一同拍手）

平野：それでは、まだまだお二人の話、大変興味

は尽きないわけでございますけれども、時間もま

いりました。大変、お二人の話を通じて、どうい

うふうに見て考えていくのか、どういう実践をす

るべきなのか、どうした実践をわたしたちは組み

立てていくのかという、大変示唆に富んだ話をい

ただいたと思っています。今日いただいたことを

含めて、これから皆さん方一緒に考えていければ

と思います。最後に、大変貴重なお話を、またそ

れから本当にそれぞれ優れた実践を行っているお

二人に、感謝と敬意の意味をもって拍手を贈って

終わりたいと思います。どうもありがとうござい

ました。

（一同拍手）


